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飼
い
犬
に
は
、登
録
と
鑑か
ん
さ
つ札

の
着
用
、
毎

年
の
狂
犬
病
予
防
注
射
が
法
律（
狂
犬
病

予
防
法
）
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、
犬
を
飼
い
始
め
た

日
か
ら
30
日
以
内
に
登
録
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
登
録
時
に
交
付
さ
れ
る
鑑
札
は
犬

に
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

環
境
総
務
課
（
市
役
所
10
階
）
ま
た
は
市
内

の
動
物
病
院
で
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
犬
の
登
録
料
／
１
頭
3
0
0
0
円

　

交
付
さ
れ
る
鑑
札
・
注
射
済
票
は
、
必
ず
犬

に
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

◆
再
交
付
手
数
料
／
鑑
札
1
6
0
0
円
、
注
射

　

済
票
3
4
0
円

　

鑑
札
・
注
射
済
票
を
紛
失
・
破
損
し
た
と
き

は
、
愛
犬
手
帳
と
認
め
印
を
持
参
し
、
環
境
総

務
課
で
再
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
を
、
4
月
に

各
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
実
施
し

ま
す
（
左
表
参
照
）。
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

　　

市
内
で
飼
い
犬
の
居
場
所
が
変
わ
っ
た
と
き

は
、
愛
犬
手
帳
を
持
参
し
、
環
境
総
務
課
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

飼
い
犬
の
死
亡
の
場
合
は
、
直
接
届
け
出
の

ほ
か
、
電
話
及
び
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
電
子
申

請
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※�当日、会場で新規登録もできます（１頭に
つき3,000円）。
※おつりのないようにご用意ください。
※12〜13時は受け付けを休止します。
※都合が悪い場合は、動物病院で必ず予防注
　射を受けさせてください。

との暮らし方
犬

大
切
な
命
だ
か
ら
考
え
よ
う

「
犬
」「
猫
」

　  

と
の
暮
ら
し
方

　

飼
い
犬
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場

合
は
、
環
境
総
務
課
、
富
士
保
健
所
、
富
士
警

察
署
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

【
連
絡
先
】

◎
富
士
保
健
所
衛
生
薬
務
課
（
県
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎（
65
）2
1
5
4

◎
富
士
警
察
署
会
計
課　

☎（
51
）0
1
1
0

【
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】�

く
ら
し
と
市
政
→
く
ら
し
・
手
続

→
ペ
ッ
ト
・
動
物
→「
平
成
29
年
度
狂
犬
病
予
防
集
合

注
射
」

とき
（4 月） と こ ろ 時間

5日D
富士北まちづくりセンター 9:30〜12:00
県富士総合庁舎 13:30〜15:00

6日E
伝法まちづくりセンター 9:30〜12:00
丘まちづくりセンター 13:30〜15:00

7日F
吉永北まちづくりセンター 9:30〜12:00
富士見台まちづくりセンター 13:30〜15:00

10日B
須津まちづくりセンター 9:30〜12:00
吉永まちづくりセンター 13:30〜15:00

11日C
岩松まちづくりセンター 9:30〜12:00
岩松北まちづくりセンター 13:30〜15:00

12日D
大淵まちづくりセンター 9:30〜12:00
城山町公会堂（大淵） 13:30〜15:00

13日E
今泉まちづくりセンター 9:30〜12:00
原田まちづくりセンター 13:30〜15:00

14日F 富士南まちづくりセンター 9:30〜14:30
16日A 市役所駐車場東側 9:30〜12:00

17日B
田子浦まちづくりセンター 9:30〜12:00
富士駅南まちづくりセンター 13:30〜15:00

18日C
鷹岡まちづくりセンター 9:30〜12:00
天間まちづくりセンター 13:30〜15:00

19日D
広見まちづくりセンター 9:30〜12:00
青葉台まちづくりセンター 13:30〜15:00

20日E
元吉原まちづくりセンター 9:30〜12:00
浮島まちづくりセンター 13:30〜15:00

21日F
富士川まちづくりセンター 9:30〜12:00
松野まちづくりセンター 13:30〜15:00

平成29年度 狂犬病予防 集合注射日程

飼
い
犬
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
は
連
絡
を

持ち物　
❶愛犬手帳、❷通知はがき（犬の登録をし
ている所有者に、3月中旬に送付）、❸注射
代（注射済票含む。1頭につき3,400円）

住
所
変
更
や
、
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合

は
届
け
出
を

　県ウェブサイトの「迷い犬情報」
では、保健所で保護している犬の
情報を公開しています。「静岡県
迷い犬」で検索してください。
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猫
は
室
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う

　

猫
を
屋
外
に
出
す
と
、
近
隣
住
民
の
迷
惑
に

な
る
だ
け
で
な
く
、
猫
へ
の
危
険
も
い
っ
ぱ
い

で
す
。
次
の
マ
ナ
ー
を
守
り
、
室
内
飼
養
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

◆
首
輪
や
迷
子
札
を
つ
け
る

◆
去
勢
・
避
妊
手
術
を
す
る

猫
を
迷
惑
に
思
っ
て
い
る
人
へ

　

猫
を
迷
惑
に
思
う
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

「
猫
を
追
い
出
せ
ば
よ
い
」
と
言
う
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
猫
が
ふ
え
る
原

因
を
解
決
せ
ず
に
猫
だ
け
を
排
除
し
て
も
、
時

間
が
た
て
ば
も
と
の
状
態
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
所
有
者
の
判
明
し
な
い
猫
を
減
ら
す
た
め

の
活
動
と
し
て「
地
域
ね
こ
活
動
」が
あ
り
ま
す
。

　

動
物
病
院
で
手
術
を
し
た
際
に
、病
院
で「
富

士
市
ね
こ
の
去
勢
・
避
妊
手
術
処
置
証
明
書
」

を
発
行
し
て
も
ら
い
、
手
術
を
し
た
年
度
内

（
4
月
1
日
〜
翌
年
3
月
31
日
）に
、
環
境
総
務

課
に
申
請
す
る
と
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

補
助
対
象
／

　

市
内
に
生
息
す
る
所
有
者
の
判
明
し
な
い
猫

に
手
術（
耳
先
カ
ッ
ト
含
む
）を
し
た
、
富
士
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人

補
助
額（
1
匹
に
つ
き
）／

　
去
勢
手
術（
雄
）3
0
0
0
円

　
避
妊
手
術（
雌
）5
0
0
0
円

持
ち
物
／

　

❶
「
富
士
市
ね
こ
の
去
勢
・
避
妊
手
術
処
置

証
明
書
」、
❷
手
術
費
用
の
領
収
書
の
写
し
、

❸
認
め
印
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）、
❹
振
込
口

座
が
わ
か
る
も
の

始
め
よ
う
！
ペ
ッ
ト
の
災
害
対
策

　

避
難
が
必
要
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、

飼
い
主
は
ペ
ッ
ト
の
適
切
な
避
難
場
所
を
確

保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

日
ご
ろ
か
ら
、
災
害
時
に
備
え
て
必
要
な

し
つ
け
を
し
て
、
ペ
ッ
ト
用
の
え
さ
や
ケ
ー

ジ
、
水
な
ど
の
備
蓄
品
を
確
保
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　

（
一
社
）
静
岡
県
動
物
保
護
協
会
作
成
の

イ
ラ
ス
ト
や
東
日
本
大
震
災
の
実
際
の
写
真

を
用
い
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
冊
子

「
ペ
ッ
ト
動
物
の
災
害
対
策（
犬
編
・
猫
編
）」

を
、環
境
総
務
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

死
亡
し
た
犬
・
猫
な
ど
の

小
動
物
の
火
葬

　

飼
い
犬
や
飼
い
猫
な
ど
の
小
動
物
は
、
環

境
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
動
物
専
用
炉
で
火

葬
で
き
ま
す
。
料
金
は
、
環
境
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
（
☎（
35
）0
0
8
1
）
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
火
葬
の
立
ち
会
い
、
焼
骨
の
引
き
渡
し
は

　

で
き
ま
せ
ん
。

小
さ
な
命
を
大
切
に
！

　

犬
や
猫
を
虐
待
し
た
り
捨
て
た
り
す
る
こ

と
は
犯
罪
で
す
。
ペ
ッ
ト
を
飼
う
こ
と
は
、

命
を
預
か
る
こ
と
で
す
。
飼
い
主
に
は
、
終

生
飼
養
の
義
務
と
責
任
が
あ
り
ま
す
。
最
後

ま
で
愛
情
と
責
任
を
も
っ
て
適
正
に
飼
い
ま

し
ょ
う
。
ど
う
し
て
も
飼
う
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
大
切
に
飼
っ
て
く
れ
る

人
を
探
し
ま
し
ょ
う
。

　

新
し
い
飼
い
主
が
見
つ
か

ら
な
い
と
き
は
、
市
役
所
１

階
北
口
の
「
ポ
ッ
チ
と
ニ
ャ

ン
チ
の
愛
の
伝
言
板
」
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
愛
の
伝
言

板
は
、
譲
り
た
い
人
と
新
し

い
飼
い
主
と
の
情
報
交
換
の
場
で
す
。

排
せ
つ
物
の
処
理
は
飼
い
主
の
責
任
で

す
（
富
士
市
マ
ナ
ー
条
例
）

　

ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
や
尿
の
放
置
は
、
多
く
の

人
の
迷
惑
に
な
り
ま
す
。
ペ
ッ
ト
の
排
せ
つ

物
は
、
飼
い
主
が
必
ず
持
ち
帰
り
、
責
任
を

持
っ
て
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

※�

証
明
書
の
「
手
術
依
頼
者
」
と
申
請
書
の
「
申

請
者
」「
口
座
名
義
人
」「
領
収
書
」
の
名
前

が
同
じ
人
に
限
り
ま
す
。

※
第
三
者
に
よ
る
所
有
者
の
判
明
し
な
い
猫
で

　

あ
る
こ
と
の
確
認
（
申
請
書
裏
面
へ
の
署
名

　

押
印
）
や
、
手
術
後
の
個
体
識
別
写
真
の
添

　

付
が
必
要
で
す
。

「地域ねこ活動」を
ご存じですか？　

　「地域ねこ活動」とは、地域
住民と所有者の判明しない猫と
が共生し、将来的に所有者の判
明しない猫を減らしていくこと
を目指す活動です。
　地域住民が主体となって、所
有者の判明しない猫に「決まっ
た時間・決まった場所での適切
なえさやり」、「排せつ物の処
理」、「去勢・避妊手術」を行い
ます。
　市内でも、ボランティアの皆
さんが「地域ねこ活動」を行っ
ています。こうした皆さんの活
動により、猫の増加が抑えられ
ている地域もあります。

活動へのご理解をお願いします

？

所
有
者
の
判
明
し
な
い
猫
の
「
去
勢
・
避

妊
手
術
補
助
制
度
」
に
つ
い
て

の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ

問
い
合
わ
せ
／
環
境
総
務
課　

1（
55
）
２
７
６
８　

5（
51
）
０
５
２
２

　
　
　
　
　
　

Eka-kankyousoum
u@
div.city.fuji.shizuoka.jp

犬
猫

猫
との暮らし方

　
補
助
金
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
交
付
す
る
た

め
、
予
算
終
了
と
同
時
に
申
請
受
付
を
終
了
し

ま
す
。


